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議案第1号
（総務政策）

令和7年度香取市一般会計補正予算（第4
号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第2号
（福祉教育）

令和7年度香取市介護保険事業特別会計補
正予算（第1号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第3号
（生活経済建設）

令和7年度香取市太陽光発電事業特別会計
補正予算（第1号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第4号
（生活経済建設）

令和7年度香取市水道事業会計補正予算（第
2号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第5号
（生活経済建設）

令和7年度香取市公共下水道事業会計補正
予算（第1号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第6号
（生活経済建設）

令和7年度香取市農業集落排水事業会計補
正予算（第2号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第7号
（福祉教育）

香取市乳児等通園支援事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第8号
（総務政策）

香取市職員の勤務時間、休日及び休暇に関
する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第9号
（総務政策）

香取市職員の育児休業等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第10号
（福祉教育）

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整理に関する条例の制定
について

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第11号
（　―　）

財産の取得について（香取市立小中学校教
育用端末等購入） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第12号
（　―　）

財産の取得について（香取市立小中学校指
導者用端末等購入） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第13号
（総務政策）

専決処分の承認を求めることについて
（専決処分第2号　令和7年度香取市一般会
計補正予算（第3号））

承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第1号
（決算審査） 令和6年度香取市一般会計歳入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定第2号
（決算審査）

令和6年度香取市国民健康保険事業特別会
計歳入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第3号
（決算審査）

令和6年度香取市介護保険事業特別会計歳
入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第4号
（決算審査）

令和6年度香取市観光事業特別会計歳入歳
出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第5号
（決算審査）

令和6年度香取市土地取得事業特別会計歳
入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第6号
（決算審査）

令和6年度香取市後期高齢者医療事業特別
会計歳入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第7号
（決算審査）

令和6年度香取市太陽光発電事業特別会計
歳入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第8号
（決算審査）

令和6年度香取市病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認定第9号
（決算審査） 令和6年度香取市水道事業会計決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定第10号
（決算審査） 令和6年度香取市簡易水道事業会計決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定第11号
（決算審査） 令和6年度香取市公共下水道事業会計決算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
認定第12号
（決算審査）

令和6年度香取市農業集落排水事業会計決
算 認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

諮問第1号
（　―　）

人権擁護委員の候補者の推薦について
（篠塚宏子氏）

適任者
と決定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願第8号
（総務政策）

日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を
求める意見書提出を求める請願 不採択 × × × × ○ ○ ○ ― ○ × × ○ × × ○ × × ○ ×

発議案第1号
（　―　）

厚生年金への地方議会議員の加入を求める
意見書について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※　議長（久保木清司議員）は、採決に加わりません。　議案番号下の（　　）は、審査を付託した委員会名です。　　〇：賛成　×：反対
議案第11号・第12号は、常任委員会に付託されず採決されました。

二次元コー二次元コー
ドからスマドからスマ
ホで質問のホで質問の
内容や録画内容や録画
が見られまが見られま
す。す。

Q
．3232
施
設
の
使
用
状
況
を
確
認
し
た
。多
く
の
施

施
設
の
使
用
状
況
を
確
認
し
た
。多
く
の
施

設
は
、利
用
度
が
高
い
が
、佐
原
野
球
場
や
庭
球

設
は
、利
用
度
が
高
い
が
、佐
原
野
球
場
や
庭
球

場
な
ど
利
用
度
の
低
い
施
設
を
残
し
て
い
く
か
。

場
な
ど
利
用
度
の
低
い
施
設
を
残
し
て
い
く
か
。

A
．佐
原
庭
球
場
は
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
競
技
の
主
要
な

．佐
原
庭
球
場
は
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
競
技
の
主
要
な

会
場
な
の
で
、現
時
点
で
は
継
続
し
て
使
用
で

会
場
な
の
で
、現
時
点
で
は
継
続
し
て
使
用
で

き
る
よ
う
維
持
管
理
に
努
め
て
い
き
ま
す
。ま

き
る
よ
う
維
持
管
理
に
努
め
て
い
き
ま
す
。ま

た
、香
取
市
の
既
存
施
設
は
、合
併
前
旧
市
町
の

た
、香
取
市
の
既
存
施
設
は
、合
併
前
旧
市
町
の

各
施
設
を
引
き
継
い
で
い
る
状
況
の
た
め
、将

各
施
設
を
引
き
継
い
で
い
る
状
況
の
た
め
、将

来
的
に
は
施
設
の
統
廃
合
や
ほ
か
の
競
技
へ
の

来
的
に
は
施
設
の
統
廃
合
や
ほ
か
の
競
技
へ
の

転
用
な
ど
、市
民
ニ
ー
ズ
も
踏
ま
え
た
施
設
の

転
用
な
ど
、市
民
ニ
ー
ズ
も
踏
ま
え
た
施
設
の

再
整
備
の
検
討
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

再
整
備
の
検
討
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

Q
．大
谷
翔
平
氏
の
寄
贈
グ
ロ
ー
ブ
の
現
況
は
。

．大
谷
翔
平
氏
の
寄
贈
グ
ロ
ー
ブ
の
現
況
は
。

A
．学
校
で
は
、多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
使
う
た
め

．学
校
で
は
、多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
使
う
た
め

の
ル
ー
ル
を
決
め
て
使
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

の
ル
ー
ル
を
決
め
て
使
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

休
み
時
間
に
グ
ロ
ー
ブ
を
手
に
取
り
感
触
を
確

休
み
時
間
に
グ
ロ
ー
ブ
を
手
に
取
り
感
触
を
確

か
め
た
り
、自
宅
か
ら
グ
ロ
ー
ブ
を
持
ち
寄
り

か
め
た
り
、自
宅
か
ら
グ
ロ
ー
ブ
を
持
ち
寄
り

大
勢
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
す
る
子
ど
も
た
ち

大
勢
で
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
す
る
子
ど
も
た
ち

が
い
た
り
す
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

が
い
た
り
す
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

Q
．市
道
の
歩
道
工
事
が
行
わ
れ
た
佐
原
公
園
の
改

．市
道
の
歩
道
工
事
が
行
わ
れ
た
佐
原
公
園
の
改

修
等
は
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

修
等
は
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

A
．大
規
模
な
整
備
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、利
用

．大
規
模
な
整
備
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、利
用

者
の
危
険
防
止
を
目
的
に
、銅
像
前
の
植
え
込

者
の
危
険
防
止
を
目
的
に
、銅
像
前
の
植
え
込

み
な
ど
の
整
備
を
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

み
な
ど
の
整
備
を
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

空
き
地
・
空
き
家
に
関
す
る
行
政
の
対
応

Q
．所
有
者
不
明
土
地
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握

．所
有
者
不
明
土
地
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
把
握

し
、ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
。

し
、ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
。

A
．令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
、所
有
者
が
不
明
の

．令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
、所
有
者
が
不
明
の

宅
地
は
１
０
７
筆
、面
積
は
約
３
万
６
０
０
０

宅
地
は
１
０
７
筆
、面
積
は
約
３
万
６
０
０
０

㎡
で
す
。所
有
者
不
明
土
地
の
取
得
の
相
談
が

㎡
で
す
。所
有
者
不
明
土
地
の
取
得
の
相
談
が

あ
っ
た
際
は
、裁
判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
で

あ
っ
た
際
は
、裁
判
所
の
許
可
を
得
る
こ
と
で

土
地
の
取
得
が
可
能
と
な
る
所
有
者
不
明
土
地

土
地
の
取
得
が
可
能
と
な
る
所
有
者
不
明
土
地

管
理
命
令
申
立
て
の
手
続
を
案
内
し
て
い
ま
す
。

管
理
命
令
申
立
て
の
手
続
を
案
内
し
て
い
ま
す
。

Q
．行
政
代
執
行
等
や
土
地
等
の
処
分
依
頼
へ
の
対

．行
政
代
執
行
等
や
土
地
等
の
処
分
依
頼
へ
の
対

応
と
そ
の
際
、隣
地
所
有
者
に
購
入
意
思
確
認

応
と
そ
の
際
、隣
地
所
有
者
に
購
入
意
思
確
認

を
行
う
か
。

を
行
う
か
。

A
．財
産
管
理
制
度
を
活
用
し
、財
産
管
理
人
の
選

．財
産
管
理
制
度
を
活
用
し
、財
産
管
理
人
の
選

任
を
請
求
す
る
際
に
売
却
の
可
能
性
が
低
い
物

任
を
請
求
す
る
際
に
売
却
の
可
能
性
が
低
い
物

件
、再
建
築
が
不
可
能
な
物
件
は
近
隣
土
地
所

件
、再
建
築
が
不
可
能
な
物
件
は
近
隣
土
地
所

有
者
に
購
入
意
思
を
確
認
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

有
者
に
購
入
意
思
を
確
認
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
す
。

Q
．地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
に
こ
れ
を
担
当
す
る
者

．地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
に
こ
れ
を
担
当
す
る
者

が
い
る
。ど
う
活
用
す
る
の
か
。

が
い
る
。ど
う
活
用
す
る
の
か
。

A
．空
き
家
バ
ン
ク
や
市
場
流
通
協
定
を
活
用
し
た

．空
き
家
バ
ン
ク
や
市
場
流
通
協
定
を
活
用
し
た

空
き
家
の
利
活
用
推
進
に
向
け
て
建
物
所
有
者

空
き
家
の
利
活
用
推
進
に
向
け
て
建
物
所
有
者

等
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

等
へ
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

職
員
の
服
務
規
程
と
規
律
に
関
し
て

Q
．男
女
間
で
不
適
切
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
市

．男
女
間
で
不
適
切
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
の
市

の
対
応
は
。

の
対
応
は
。

A
．一
般
的
に
勤
務
時
間
外
の
個
人
間
の
問
題
は
、

．一
般
的
に
勤
務
時
間
外
の
個
人
間
の
問
題
は
、

懲
戒
処
分
適
用
の
対
象
と
な
る
項
目
は
設
定
さ

懲
戒
処
分
適
用
の
対
象
と
な
る
項
目
は
設
定
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、地
方
公
務
員
法
第

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、地
方
公
務
員
法
第
3333
条
に
条
に

「
職
員
は
、そ
の
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、又
は
職

「
職
員
は
、そ
の
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、又
は
職

員
の
職
全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ
う
な
行
為
を

員
の
職
全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ
う
な
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
」と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。職

し
て
は
な
ら
な
い
」と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。職

員
は
常
に
こ
れ
ら
の
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
が

員
は
常
に
こ
れ
ら
の
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
が

重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

Q
．職
員
に
は
、高
い
倫
理
意
識
が
求
め
ら
れ
る
。市

．職
員
に
は
、高
い
倫
理
意
識
が
求
め
ら
れ
る
。市

と
し
て
、綱
紀
粛
正
を
ど
う
図
っ
て
い
く
の
か
。

と
し
て
、綱
紀
粛
正
を
ど
う
図
っ
て
い
く
の
か
。

A
．市
長
か
ら「
服
務
規
律
の
徹
底
及
び
綱
紀
粛
正

．市
長
か
ら「
服
務
規
律
の
徹
底
及
び
綱
紀
粛
正

に
つ
い
て
」職
員
に
周
知
し
て
き
ま
し
た
。ま
た
、

に
つ
い
て
」職
員
に
周
知
し
て
き
ま
し
た
。ま
た
、

重
大
な
法
令
違
反
事
案
に
は
、市
長
が
全
管
理

重
大
な
法
令
違
反
事
案
に
は
、市
長
が
全
管
理

職
に
対
し
直
接
指
示
を
行
い
、再
発
防
止
の
徹

職
に
対
し
直
接
指
示
を
行
い
、再
発
防
止
の
徹

底
を
図
っ
て
い
ま
す
。今
後
も
、指
導
体
制
を
強

底
を
図
っ
て
い
ま
す
。今
後
も
、指
導
体
制
を
強

化
し
、綱
紀
粛
正
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

化
し
、綱
紀
粛
正
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　

 

地
方
公
務
員
法
第

地
方
公
務
員
法
第
3333
条
の
規
定
に
準
じ
た
行

条
の
規
定
に
準
じ
た
行

動
を
求
め
る
と
共
に
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕
者
等
々
、

動
を
求
め
る
と
共
に
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕
者
等
々
、

高
い
倫
理
感
が
求
め
ら
れ
る
存
在
。不
埒
な
職
員
の

高
い
倫
理
感
が
求
め
ら
れ
る
存
在
。不
埒
な
職
員
の

指
導
を
怠
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

指
導
を
怠
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

意
見
意
見

ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
運
動
施
設

の
維
持
管
理
の
今
後
を
問
う

伊い

能の
う 

敏と
し

雄お 

議
員

議案および採決結果概要9月
定例会＼12人の議員が一般質問／

Q & A
二次元コードからスマホで質問の内容が見られます！

9月
定例会

かとり市議会だより No.797 かとり市議会だより No.79 6


